
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
第

三
号
及
び
第
六
号
、
第
六
条
、
第
十
一
条
並
び
に
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償

金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
事
実
婚
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
い
う
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
親
等
の
血
族

二

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
一
親
等
の
血
族
の
事
実
婚
配
偶
者



二
頁

（
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
事
実
婚
配
偶
者
の
二
親
等
の
血
族

二

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
二
親
等
の
血
族
の
事
実
婚
配
偶
者

（
法
第
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
銭
の
支
払
）

第
三
条

法
第
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
銭
の
支
払
は
、
法
第
一
条
に
規
定
す
る
補
償
金
（
次
条
第
一
項
第
四
号
イ

を
除
き
、
以
下
単
に
「
補
償
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
が
既
に
ハ
ン
セ
ン
病

の
患
者
で
あ
っ
た
者
と
し
て
国
か
ら
受
け
た
金
銭
の
支
払
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

ハ
ン
セ
ン
病
に
係
る
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
損
害
賠
償

二

ハ
ン
セ
ン
病
に
係
る
裁
判
上
の
和
解
（
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
と
国
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
平
成
十
三
年
七

月
二
十
三
日
付
け
の
基
本
合
意
書
又
は
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
付
け
の
基
本
合
意
書
に
基
づ
く
裁
判
上
の
和
解
を
い

う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
く
金
銭
の
支
払

（
補
償
金
の
請
求
）



三
頁

第
四
条

法
第
十
一
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
九
条
第
一
項
の
補
償
金
の
支
給
の
請
求
（
以
下
単
に
「
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
者
の
性
別
、
生
年
月
日
及
び

電
話
番
号

二

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
生
年
月
日
（
こ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
そ
の
時
期
と
し
、
い
ず
れ
も
明
ら
か

で
な
い
と
き
は
そ
の
旨
と
す
る
。
）
及
び
当
該
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
死
亡
年
月
日

三

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
入
所
し
て
い
た
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
（
次
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
「
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
」

と
い
う
。
）
で
法
第
十
一
条
第
二
号
の
氏
名
と
異
な
る
氏
名
を
用
い
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
氏
名
（
こ
れ
が
明

ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

四

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
に
関
し
て
国
が
行
っ
た
金
銭
の
支
払
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
有
無
（
こ
れ

が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

イ

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
支
給



四
頁

ロ

ハ
ン
セ
ン
病
に
係
る
国
家
賠
償
法
に
よ
る
損
害
賠
償
（
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
と
し
て
受
け
た
損
害
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

ハ
ン
セ
ン
病
に
係
る
裁
判
上
の
和
解
に
基
づ
く
金
銭
の
支
払

ニ

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す

る
給
与
金
等
の
支
給

五

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
ハ
ン
セ
ン
病
を
発
病
し
た
こ
と
に
つ
い
て
診
断
を
受
け
た
医
療
機
関
の
名
称
及
び

所
在
地
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

六

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
本
邦
（
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第

四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
本
邦
以
外
の
地
域
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
住
所
を

有
し
て
い
た
期
間

七

請
求
を
す
る
者
が
本
邦
に
住
所
を
有
し
て
い
た
期
間

八

請
求
を
す
る
者
が
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
同
居
し
て
い
た
期
間



五
頁

九

補
償
金
の
払
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号

十

請
求
年
月
日

十
一

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書

類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

二

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
銭
の
支
払
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
本
邦
に
住
所
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類



六
頁

イ

請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
国
内
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
へ
の
入
所
期
間
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
が
ハ
ン
セ
ン
病
を
発
病
し
た
こ
と
に
つ
い
て
診
断
を
受

け
た
年
月
日
（
こ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
時
期
）
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

請
求
を
す
る
者
が
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
と
し
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

イ

請
求
を
す
る
者
が
本
邦
に
住
所
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

請
求
を
す
る
者
が
当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
の
間
で
法
第
十
一
条
第
五
号
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
謄
本

五

前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

請
求
を
す
る
者
が
当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
の
間
で
法
第
十
一
条
第
五
号
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を

戸
籍
謄
本
に
よ
り
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

ロ

請
求
を
す
る
者
と
当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
の
間
に
法
第
十
一
条
第
五
号
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
的
機
関
が
発
行
し
た
書
類



七
頁

ハ

ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
請
求
を
す
る
者
と
当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者

の
間
に
法
第
十
一
条
第
五
号
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
当
該
関
係
に
つ
い
て
戸
籍
謄
本
に
よ
る
証
明
が
困
難
で
あ
る

理
由
に
関
す
る
親
族
等
の
証
言
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
証
言
に
虚
偽
の
内
容
が
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
面

ニ

そ
の
他
請
求
書
に
記
載
し
た
関
係
の
証
明
に
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

六

請
求
を
す
る
者
が
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
的
機
関
が
発
行
し
た
書
類

七

前
号
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
で
き
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

請
求
を
す
る
者
が
当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
二
名
以
上
の
第
三
者
の

証
言
を
記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
証
言
に
虚
偽
が
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ロ

請
求
を
す
る
者
が
当
該
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

八

第
二
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
四
号
ロ
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

厚
生
労
働
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
（
請
求
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ハ
ン
セ
ン
病
の
病
歴
に
関
連
す
る
も
の
に
限



八
頁

り
、
国
と
当
該
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
と
の
間
に
成
立
し
た
ハ
ン
セ
ン
病
に
係
る
裁
判
上
の
和
解
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。

）
を
補
償
金
の
審
査
及
び
認
定
に
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
同
意
書
（
当
該
ハ
ン
セ
ン
病

元
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
）

九

前
項
第
九
号
の
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十

そ
の
他
請
求
に
係
る
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
支
払
未
済
の
補
償
金
の
申
出
）

第
五
条

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
未
済
の
補
償
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
出
を
す
る
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
当
該
申
出
に
係
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
と
の

身
分
関
係

二

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
時
の
住
所
又
は
居
所

三

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
の
死
亡
年
月
日

四

支
払
未
済
の
補
償
金
の
払
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号



九
頁

五

申
出
年
月
日

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書

類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
申
出
を
す
る
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

二

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

申
出
を
す
る
者
が
法
第
十
条
第
一
項
の
遺
族
（
次
条
に
お
い
て
「
遺
族
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類

イ

申
出
を
す
る
者
と
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

申
出
を
す
る
者
が
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

四

申
出
を
す
る
者
が
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類



一
〇
頁

五

前
項
第
四
号
の
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
認
定
結
果
の
通
知
）

第
六
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
を
受
け
た
者

が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
遺
族
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
の
申

出
を
行
っ
た
者
）
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
請
求
を
し
た

者
（
当
該
請
求
を
し
た
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
遺
族
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
相
続
人
の

う
ち
、
前
条
第
一
項
の
申
出
を
行
っ
た
者
）
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
七
条

第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
申
出
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
特
別
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
添
付
を
省

略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
郵
送
等
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
の
日
）



一
一
頁

第
八
条

法
第
十
一
条
の
請
求
書
が
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
郵
便
物
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
書
便
物
」
と
い
う
。
）
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
（
そ
の
表
示
が
な
い
と
き
、

又
は
そ
の
表
示
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
物
に
つ
い
て
通
常
要
す
る
送
付
日
数
を
基
準
と
し
た
場

合
に
そ
の
日
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
日
）
に
そ
の
提
出
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
問
題
解
決
促
進
特
別
一
時
金
の
支
給
）

第
九
条

国
は
、
法
の
円
滑
な
施
行
を
図
る
た
め
、
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
等
が
偏
見
と
差
別
の
中
で
多
大
の
苦
痛
と
苦
難

を
強
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
国
に
お
い
て
取
組
が
な
さ
れ
な
い
中
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
等
が
か
つ
て
受
け

た
差
別
等
に
関
し
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
に
対
し
訴
え
を
提
起
し
た
者
で
あ
っ
て
法
の
施
行
前
に

死
亡
し
た
も
の
（
当
該
者
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
に
係
る
判
決
が
確
定
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
当
該
訴
え
に
係
る
訴
訟

を
通
し
て
こ
の
問
題
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
解
決
を
促
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
特
に
こ
の
こ
と
に
敬
意
を
表
し
、
ね
ぎ

ら
い
、
い
た
わ
り
、
も
っ
て
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
等
の
名
誉
の
回
復
等
に
資
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と



一
二
頁

こ
ろ
に
よ
り
、
問
題
解
決
促
進
特
別
一
時
金
を
支
給
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

２

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



一
三
頁

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
特
例
）

（
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
特
例
）

第
四
条

機
構
が
機
構
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五

第
四
条

機
構
が
機
構
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に

五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
機
構
に
係
る
通
則

は
、
機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
二
条
の
四
各
号

は
、
第
二
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

。一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

機
構
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
元

（
新
設
）

患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第

号
。
次
号
に
お
い
て
「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
支
給

法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
補
償
金
の
支
払
に
関
す
る
事
項

七

機
構
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
元

（
新
設
）

患
者
家
族
補
償
金
支
給
法
第
十
条
第
一
項
の
補
償
金
の
支
払
に
関
す
る
事

項
（
共
通
経
費
の
配
賦
基
準
の
特
例
）

（
共
通
経
費
の
配
賦
基
準
の
特
例
）

第
五
条

機
構
法
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
、
第
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五

第
五
条

機
構
法
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定

条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
す
る
場
合
に
は

に
よ
り
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
す
る
場
合
に
は
、
第
十
条
中
「
経
理
す

、
第
十
条
中
「
経
理
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
理
す
る
場
合
並
び
に

る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
理
す
る
場
合
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
の
二

同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
、
第
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
条
の
五
第

第
五
項
及
び
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経

二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
す
る
場
合
」
と
す
る
。

理
す
る
場
合
」
と
す
る
。


